
保護者の皆様へ

世帯状況の変更や指示違反による停止・廃止者は除く

手帳を有する方以外の保護者に収入がある場合は除く

新入学学用品費

学用品費ほか

給食費

学用品費ほか

宿泊活動費

給食費（※学年によって異なります）

卒業アルバム代

町民税が非課税の方

固定資産税を減免された方

個人事業税を減免された方

国民年金保険料を減免された方

国民健康保険料を減免または徴収猶予された方

児童扶養手当の支給を受けている方

⑩

雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者の方

①

②

③

⑤

⑥

生活福祉資金の貸付決定を受けた方⑦

⑧ 生活保護を停止または廃止された方

援助を受けられる方1

申請方法2

3 援助の内容

④

申請理由

⑧

➤
令和6年度新入学準備金の支給を受けた場合、対象となったお子さまの分の新入学学用品費は支給されませ
ん。

備考

所得割額・均等割額ともに０円の方

理由が火災、地震等の災害によるもの

令和５年度または６年度に減免された方が対象

保護者全員が国民年金保険料を減免されていること

結果の通知時期

随時申請

提出書類

①～⑨に該当しないが、経済的に困っている方

申
請
理
由
①
～

⑨
の
ど
れ
か
に
該
当
す
る
方

4
申
請
に
必
要
な
添
付
書
類
（

手
続
き
）
へ

保護者全員が国民健康保険料を減免・猶予されていること

児童手当、特別児童扶養手当とは異なる

令和５年４月１日以降に決定を受けた方が対象

67,100 円

所得基準額以下の方　※所得審査を行います。

申請理由⑩で申請される方

⇒ 4 申請に必要な添付書類（手続き） → 6 申請理由⑩で申請される方　へ

就学援助申請書兼世帯状況票 及び 添付書類

教育課庶務係（八丈町役場2階 21番窓口） ※学校では受付られません。

令和6年5月10日（金）まで

7月末予定（教育委員会から保護者に送付）

上記期限以降も申請できます。ただし、認定日は申請日の翌月以降になりますので速やかに提出してください。
※支給額は月割となります。

対象学年 小学生 中学生支給内容

➤ 申請は毎年度必要です！

提出場所

申請期限

八丈町教育委員会では、保護者が税金や国民年金等の減免を受けている場合や職業が不安定で低所得であるなどの経済的な理由により就学が困
難である小・中学生に対し、その保護者へ学用品費や給食費等の援助をしています。
　なお、援助を受けるためには、教育委員会の認定が必要ですので、申請書を教育課庶務係に提出してください。

令和6年度（2024年度）就学援助制度のお知らせ

小6・中3年生 11,000 円 8,800 円

51,060 円 60,000 円

新1年生 15,080 円

44,000 円 62,000 円

2年生以上

21,710 円 69,370 円

3,690 円 6,210 円

50,400 円 60,340 円



〇雇用保険被保険者手帳（名前・住所・有効期限が確認できるページのコピー）

※手帳を有する方以外の保護者の所得の証明が必要です。（①もしくは⑨をご参照く
ださい。）

遺族年金を受給中である

その他

⑧

「雇用保険被保険者手帳｣ を有
する日雇労働者の方
※4月1日もしくは申請日が有効期間
内に含まれている方が対象です。

離婚が成立している

離婚調停中等である

事由

ひとり親家庭医療証を交付されている

⑨

①～⑧に該当しないが、経済的
に困っている方
※案内に記載している所得基準額以
下の方が対象です。

令和6年1月1日以降に配偶者が死亡

申
請
理
由
が
①
④
⑤
⑧
⑩
で
申
請
者
が
ひ
と
り
親
の
場
合
、

申
請
者
に
配
偶
者
が
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

　
　
　
　
　
　
→

 

5
ひ
と
り
親
家
庭
の
確
認
 
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〇住民票除票、死亡者が記載された戸籍など

〇申請者の戸籍（※）、離婚届受理証明書（申請日より3カ月以内に受理されたもの）など

〇調停申立書など

〇直近の年金振込通知書　※4月1日現在、もしくは申請日現在の受給を証明する書類

〇申請者の戸籍（※）、領事館等発行の独身を証明する書類など

令和6年1月1日に八丈町に在住さ
れていた方

令和6年1月2日以降に八丈町に転
入された方

⑦
生活福祉資金の貸付決定を受け
た方

い
ず
れ
か

〇生活福祉資金貸付決定通知書（コピー）

※令和5年4月1日以降に貸付決定を受けたことを証明する書類を提出してください。

⑥

児童扶養手当の支給を受けてい
る方
※「児童手当」「特別児童扶養手
当」とは違います。ご注意くださ
い。
※ 児童扶養手当を受けている児童
生徒が対象です。

※4月1日現在、もしくは申請日現在で支給を受けていることを証明する書類を提出してく
ださい。

〇（上記のいずれもないとき）児童扶養手当受給証明願（原本）

※令和6年4月分、もしくは申請日時点での支給額が記載されているもの。

固定資産税を減免された方
※新築住宅減額は対象外です。

令和6年1月2日以降に八丈町に転
入された方

②

4  申請に必要な添付書類（手続き） ➤
複数の申請理由に該当する場合は、どれか一つの申請理由が確認できる証明書類を添付してください。
状況により、記載している書類以外の証明の提出を求める場合があります。

※戸籍の場合は、4月1日現在、もしくは申請日現在で申請者がひとり親であることが確認できるよう、申請者本人の「個人事項証明（抄本）」
又は「全部事項証明（謄本）」（3カ月以内に発行されたもの）を提出してください。（お子さまの戸籍、離婚日の記載は無くてかまいませ
ん。）

町民税の申告手続きが必要です。
詳しくは税務課課税係にお問い合わせください。
※申告がない場合は、所得不明により申請を取り消すこ
とがあります。

令和6年1月1日時点で住所のあった自治体で、令和5年度
課税（非課税）証明書のコピー（6月以降に取得可能）
をご提出ください。

⑨
生活保護を停止または廃止され
た方

〇生活保護停止・廃止決定通知書（コピー）

※令和5年4月1日以降に停止または廃止されたこと及びその理由を証明する書類を提出
してください。

証明書類（コピーでも可）

〇ひとり親家庭医療証

証明書類

町民税の申告手続きが必要です。
詳しくは税務課課税係にお問い合わせください。
※申告がない場合は、所得不明により申請を取り消すこ
とがあります。

令和6年1月1日時点で住所のあった自治体で、令和5年度
課税（非課税）証明書のコピー（6月以降に取得可能）
をご提出ください。

〇固定資産税・都市計画税（土地・家屋）税額変更通知（コピー）

※令和5年度分または6年度分を提出してください。

〇個人事業税減免決定通知書（コピー）

※令和5年度分または6年度分を提出してください。

〇国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書（コピー）
〇国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書（コピー）
〇（上記のいずれもないとき）年金事務所が発行する証明書（ 原本）

※４月１日現在で減免を受けていることを証明する書類を提出してください。
※随時申請の場合、申請日現在で減免を受けていることを証明する書類を提出してく
ださい。

〇国民健康保険料（変更）決定通知書（コピー）

※令和6年度分を提出してください。
※どちらの場合も、全体をコピーしたものが必要です。

申請理由

①

町民税が非課税の方
※生計を一にする世帯全員が所得割
額・均等割額ともに0円である場合
に対象となります。
※令和6年度の町民税が非課税の方
が対象です。

令和6年1月1日に八丈町に在住さ
れていた方

5 ひとり親家庭の確認 ➤
申請理由①・④・⑤・⑧・⑩については、申請者がひとり親の場合、申請者に配偶者がいないことを証明す
る書類が必要です。
※令和6年度のひとり親・寡婦控除を申告済の場合は書類添付は必要ありません。

〇児童扶養手当証書（名前・住所が確認できるページのコピー）
○児童扶養手当認定通知書（コピー）

③ 個人事業税を減免された方

④

国民年金保険料を減免された方
※保護者全員が減免されている場合
に対象となります。
（保護者全員分の書類が必要で
す。）

い
ず
れ
か

⑤
国民健康保険料を減免または徴
収猶予された方



【所得基準額】※令和5年度の内容です。基準金額の目安は、世帯人数や家族の年齢構成等により異なります。

【「借家等」に関する確認書類】※契約者は申請者あるいは申請書に記載されている家族であることが必要です。

（所得の申告は、税務課課税係（11番窓口）で受付しています。）

生計を一にする世帯全員の令和5年中（令和6年度）の合計所得金額が、世帯の人数及び住宅の所有状況に応じた【所得基準額】以下の方

が認定となります。

借家等 208万円 263万円 303万円 330万円 379万円 418万円

世帯の人数 2人 3人 4人 5人 6人 7人

➤

住宅の形態

申請者又は生計を一にする世帯員が、賃貸契約書の借主であることの確認書類の提出があれば、借家等の基準で審査します。
また、持家でも、土地に地代が必要で、その地代について賃借契約している場合は借家等になります。

所得金額は、所得種類により異なります。給与所得者は、前年中の源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」、事業所得者は「年間収入額」から
必要経費を差し引いた金額です。なお、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある場合、所得額から10万円を控除します。

① 失業の場合

主たる生計維持者が、令和５年度から令和６年度までに、厚生労働省が定める特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する事由により離
職（失業）し、申請日現在、失業の状態が継続している場合は、離職票、雇用保険受給資格者証等により失業の事実を確認したうえで、離
職時の源泉徴収票、雇用保険受給資格者証等により算出した令和６年中の収入見込を所得に換算した額と、他の審査対象者の前年の所得と
の合計を審査の対象とします。ただし、認定日は離職日の翌日以降となります。

② 傷病等による休職・休業の場合

310万円 342万円持家 150万円 199万円 239万円 266万円

6 申請理由⑩で申請される方へ

税法上の控除対象配偶者及び扶養親族については“所得の申告”をされていない場合、実際の所得に関係なく、一律38万円の所得があったもの
として取り扱います。

所得として38万円を加算しても【所得基準額】を超えない場合は手続不要ですが、実際の所得が38万円未満（0円を含む）であるにもかかわら
ず、所得として38万円を加算することによって【所得基準額】を超えてしまう場合は、控除対象配偶者又は扶養親族であっても、

“所得の申告”の手続きが必要です。
前年中に課税対象の収入がなかった方は、税務課課税係（11番窓口）で申告手続きができます。

町営住宅 町営住宅入居者収入等認定通知書（コピー）、納入通知書（コピー）など

その他
〇賃借契約書（契約者名・当該住宅の住所・契約期間又は入居開始日・支払家賃額が記載されているも
の）（コピー）など

主たる生計維持者が、令和５年度から令和６年度までに、傷病により休職・休業し、申請日現在、休職・休業の状態が継続している場合
は、傷病手当の受給証等により休職・休業の事実を確認したうえで、各月の給与明細及び傷病手当の受給証等により算出した令和６年中の
収入見込を所得に換算した額と、他の審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象とします。ただし、認定日は休職・休業の開始日以降
となります。

③ 失業・休職・休業の後、現在就業している場合

主たる生計維持者が、令和５年度から令和６年度までに、上記①又は②の事由により失業又は休職・休業した後、申請日現在就業している
場合、①又は②の収入見込に、就業後の各月の給与明細等により算出した令和６年中の収入見込を加算し、それらの収入の合計を所得に換
算した額と、他の審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象とします。ただし認定日は離職日の翌日又は休職・休業の開始日以降とな
ります。

➤ 令和5年中の所得が所得基準額を超える場合でも、次のような《特別な事情》がある場合は、令和6年中の見込所得により審査します。

➤
"所得の申告"は、本来、所得のなかった方や町民税・都民税が非課税の方については不要ですが、就学援助の申請のために
は原則として必要です。

7 お問い合わせ先

➤
記入方法については、裏面の記入例を確認いただき、その上で不明点がありましたら、教育課庶務係（21番窓口）、もしくは下記連絡先ま
でお問い合わせください。※学校では対応できません。

教育課庶務係 就学援助担当

電話番号：04996-2-7071
メール：kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp

生計を一にする世帯全員とは、同居している方全員のことです。まだ、同居していなくても、税法上、保護者の扶養親族や健康保険の被保険者
になっている方、父母等が単身赴任等により別居している場合も含みます。
審査対象となるのは、令和6年4月1日現在で18歳以上の方（平成18年4月1日以前に生まれた方）です。



8 「申請書」記入例 ➤ 記入例はあくまで一例です。ご自身の状況に応じて記入してください。

人

□

□

支払方法いずれかに
☑をつけてください。

口座振替払いを希望する。（右の口座情報を記入してください。） 口座名義 八丈 太郎

現金払いを希望する。 預金種目 普通　・　貯蓄　・　当座　・　その他

フリガナ ハチジョウ タロウ

申請者 八丈 太郎 通帳番号

0

ゆ
う
ち
ょ

通帳記号

支店
特別出張所 支店番号 895

口座番号 0 0 0 0 0 0

委　任　状
口座情報　※申請者本人の口座に限る

金
融
機
関

金融機関名 みずほ

銀行・信用金庫

　就学援助認定後は、学校給食費の請求及び受領に関する権限を、校長
を代理人と定め委任します。
　また、学校納付金（学用品費等）の滞納がある場合は、就学援助費の
請求及び受領に関する一切の権限を教育委員会に委任します。

信用組合・農協・労金

支店名 八丈島

8
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

7
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

6
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

5
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

大賀郷小学校 4年
八丈 二郎

2年
八丈 一郎

4

ハチジョウ　ジロウ

子 男
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

八丈　花子

3

ハチジョウ　イチロウ

子 男
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

大賀郷中学校

八丈 太郎

2

ハチジョウ　ハナコ

配偶者 女
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

申請者
（保護者）

男
昭和
平成　　　 年　　 月　　 日
令和

八丈町役場

令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
の
状
況
（

随
時
・
再
審
査
時
は
申
請
日
現
在
）

フ  リ  ガ  ナ
申請者からみ
た続柄

性別 生  年  月  日 勤務先又は学校名
※令和６年４月１日現在

学年
※令和６年４月１日現在

審査処理欄

□ ⑨  生活保護を停止または廃止された方 ※上記の状況を証明する書類の提出を求めることがあります。

《世帯状況（生計を一にする者全員）》   ※申請理由にかかわらず、必ず記入してください。 世帯人数

家    族    名

1

ハチジョウ　タロウ

□ ⑦  生活福祉資金の貸付の決定を受けた。 □ 前年度または当該年度に生計維持者の傷病、死亡及び失踪等により、前年に比べて収入が減少した。

□ ⑧  雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者である。 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ ⑤  国民健康保険料を減免又は徴収猶予された。 《特別な事情》    ※下記に該当する場合は、提出前に教育課庶務係にお問い合わせください。

□ ⑥  児童扶養手当の支給を受けている。 □ 前年度または当該年度に自己都合によらない失業（解雇等・倒産・廃業など）により、前年に比べて収入が減少した。

□ ③  個人事業税を減免された。 □ 持家

□ ④  国民年金保険料を減免された。 □ 借家等（賃貸契約書の写し等の提出が必要です。）

□ ①  町民税が非課税である。 □ ⑩ ①～⑨に該当しないが、経済的に困っている。

□ ②  固定資産税を減免された。 ※下記のどちらかに☑をつけてください。住宅形態によって、所得基準が異なります。

次のとおり申請します。

　なお、就学援助費受給申請に当たり認否決定に係る所得確認と世帯構
成確認のため、担当職員が課税台帳と住民基本台帳の閲覧をすることを
承認します。
　また、八丈町から口座振替払いにて受領する就学援助費について、下
記の指定口座に振込みされるよう依頼します。

R6.1.1現在の住所（現住所と異なる場合は必ず記入ください）

名
前

フリガナ　　　　　　　　　　　ハチジョウ　タロウ

八丈 太郎

電
話

　　　　-　　　　　-　 　　 　※日中連絡のつく番号を記入してください。

《申請理由》  該当する理由に☑をつけてください。

令和６年度（2024年度）就学援助申請書兼世帯状況票 記入日 令和　　年　　月　　日

八丈町教育委員会教育長　様

（

保
護
者
）

申
請
者

現

住

所
東京都八丈島八丈町 大賀郷2551-2

6 4 1

✓

✓

✓

60 6 6

62 3 13

22 8 3

26 11 23

04996 2 7071

提出日を記入してください。

この住所に審査結果を送付しますの

で、正確（マンション等は部屋番号

まで）に記入してください。

令和6年１月２日以降、住所に異動があっ

た方は、令和６年１月１日現在の住所を

記入してください。

該当する理由

に✓をつけて

ください。

複数該当する

場合も、いず

れか1つでかま

いません。

申請書裏面の

必要な添付書

類（手続き）

を確認し、必

要な添付書類

を合わせてご

提出ください。

⑩で申請す

る場合は、

所得の申告

が必要です。

また、借家

の場合は、

そのことを

証明する書

類の提出が

必要です。

詳しくは裏

面をご確認

ください。

《特別な事

情》に該当

する場合は、

提出前に教

育課庶務係

までお問い

合わせくだ

さい。

令和6年4月

1日現在の

情報を記入

してくださ

い。

生計を一にす

る世帯全員と

は、同居して

いる方全員の

ことです。ま

だ、同居して

いなくても、

税法上、保護

者の扶養親族

や健康保険の

被保険者に

なっている方、

父母等が単身

赴任等により

別居している

場合も含みま

す。

申請者と同じ氏名を記入してください。

申請者本人の口座情報を記入してください。

口座情報に誤りがあると、支払いが行えません

ので、記入漏れ含めて注意してください。

どちらかに✓してください。


